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１ 高齢者支援事業部会報告 

 
（１）検討項目 

高齢者支援事業部会は，老人福祉計画の総論及び生きがい関係施策と，介護保険事業計画の地

域支援事業関係等の在宅施策を主に担当し，検討を行った。 

① 今後の高齢者保健福祉施策のあり方と生きがい関係施策のあり方 
② 地域支援事業（介護予防事業，包括的支援・任意事業）の対象者の推計及び費用の見込みに

関すること 
   （ただし，地域包括支援センター運営協議会の決定事項に係るものを除く。） 
③ その他介護予防に必要な事業等の保健福祉事業の実施に関する事項 

 
（２）検討経緯 

福岡市保健福祉審議会高齢者保健福祉専門分科会長が指名する１０名の委員で，平成２０年６

月４日から４回にわたり部会を開催し，前記の検討項目について検討を行った。 
 

開 催 日 検 討 項 目 

第１回 
平成２０年６月 ４日 

（１）部会長・副部会長の選任について 
（２）高齢者保健福祉計画策定の考え方について 
（３）高齢者保健福祉施策の実施状況（報告） 
（４）介護給付費・基盤整備部会（関連項目報告） 
（５）高齢者実態把握調査結果 （関係項目報告） 

第２回 
平成２０年７月１５日 

（１）高齢者保健福祉施策について 
（２）高齢者保健福祉事業について 
（３）国の動向等について 

第３回 

平成２０年８月２０日 

（１）高齢者保健福祉施策について 
（２）地域支援事業対象者の推計について 

第４回 

平成２０年９月１２日 

（１）高齢者保健福祉施策について 
（２）地域支援事業対象者の推計について 
（３）地域支援事業費用の見込みについて 
（４）高齢者保健福祉専門分科会への報告について 
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（３）検討内容 

   平成２１年度～２３年度の高齢者保健福祉計画については，高齢者を取り巻く状況

や高齢者実態把握調査の結果などを踏まえ， 
 

 

 
 

「高齢者一人ひとりが，生きがいを持ち尊厳を保ちながら，住み慣れた地域で自立した生

活を安心して続けることができる地域社会の形成」 

に視点を置くこととし，次の４つの取り組みを柱として検討を行った。 
 

 

 

 

 
 

１．健康でいきいきとした豊かなシニアライフの実現 

２．利用者本位のサービスの提供 

３．地域生活支援体制の充実 

４．安全・安心な生活環境の向上 

また，取り組みの推進における課題を次の４点にまとめた。 
 

 

  

 

 

 

 
 

１．高齢者がこれまで培ってきた豊かな知識，経験，能力を地域活動や就業に活かす

仕組みづくりが必要である。 

２．高齢者を支える機能が低下しており，孤立する高齢者や認知症高齢者等を支える

仕組みづくりが必要である。 

３．高齢者が地域で自立した生活を続けられる地域社会づくりが必要である。 

４．高齢者保健福祉施策を持続可能なものとするための見直しが必要である。  

さらに，４つの取り組みの柱と課題を踏まえて，次項のとおり施策区分ごとに現状と

課題，方向性と展開などを検討した。 

 

今後，特に力を入れるべき施策分野としては，各委員から多くの意見があった次の４

つの分野であると考える。  

 

 

 

１．介護予防の推進         ２．認知症高齢者支援体制の充実 

３．地域包括支援センターの機能強化 ４．地域ネットワーク体制の整備 

また，具体的な事業の実施にあたっては， 

 

 

 

 

 

 
 

１．地域住民が自主性や自発性を発揮し，地域の実情に合わせて地域で考え，行政は

その支援や仕組み・きっかけを作るという視点を持つ。 

２．事業に参加しやすくなるような市民の視点に立った情報提供や参考となる事例の

紹介を行う。 

３．市民の生活意識や社会情勢の変化等を踏まえた事業の見直しを行う。 

など，高齢者が住み慣れた地域で自立した生活を安心して続けられる地域社会の実現に

向けて努めていくことを提言し，高齢者支援事業部会の報告とする。 
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《参考：委員からの主な意見要旨》 

 

（１）高齢者施策のあり方について  
・高齢者それぞれの状況に対応した施策の整備をするべきだと思う。  
・とにかく弱者にスポットを当てているのが現状である。90%以上の高齢者は元気な

ので，その人達に注目した，その高齢者の活動を邪魔しないような施策を立てて欲

しい。そういう意味で，福岡方式に期待している。 

・実態調査も大切とは思うが，数字で把握するのではなく，既存の行政政策の見直し

も含めて，現場に目を向けるべきではないか。生きがいづくりは，行政ではなく自

分で考えるものではないか。  
・予算が限られている中で，制度に頼らない地域づくり，まちづくりを進めることで

地域をもっと活かして行くことができれば，何とかなるのではないかと思う。 
・これまでは何もかも行政がリードしてきたが，地域住民がサービスを選択して，そ

れを行政がサポートしていく時期に来ているのではないか。 

・多くの施策についていえることだが，行政や社会福祉協議会がずっとやっていくこ

とができなければ仕方のないことだが，基本的には市民が行っていくための「きっ

かけ」だと思うので，それを行政が作っていく必要があるのではないかと思う。そ

の事業をきっかけにして，自分たちでやれることは自分たちでやる，という方向性

を事業の中に盛り込んでいくべきである。 

 

（２）介護予防の推進 

・介護予防の推進について，地域ごとに考えてもらい，介護予防を主体的に行うチームリー

ダーなど必要な人材を育て，裾野を広げていくことが必要ではないか。 
  ・継続性，自発性を引き出すための楽しさ，居心地の良さ，仕組みづくりが重要だと思う。

また，楽しい集いの場があることを周知することが大切であり，たくさんの自由な選択肢

の中から自由に選んで行けるように，市民の視点から参加しやすくなるような情報提供の

あり方を考えるべきである。 
 
（３）認知症高齢者支援体制の充実 

・人間は，年をとれば認知症が出てくる。それを特別視せず当たり前の人間としてみ

んなが受け止める。このことが地域で高齢者が暮らしていくことに大切である。  
・認知症の患者の問題ではなくて，われわれがその人とどのように係って行くのかと

いう新しい関係づくりを発見しなくてはならないと思う。それは，「まちづくり」

の中で行っていくべきである。みんなの問題という見識に立つことや，認知症の周

辺症状等を周囲が理解してあげることが重要である。 

・地域でもっと認知症への理解をするべきではないかと思う。  
・認知症にならないためにどうすればよいのかという，予防介護の観点を入れていけ

ば良いのではないか。 
・若年性認知症の方への対応等についても検討してはどうか。  
・認知症の課題をしっかり解決することで，虐待や孤立死の問題解決にもつながるの

ではないか。  
 

（４）権利擁護の推進 

・認知症の課題をしっかり解決することで，虐待や孤立死の問題解決にもつながるの

ではないか。（再掲） 
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（５）総合相談機能能の充実 

・保健・医療・福祉だけでなく，地域のインフォーマルサービスとのつなぎの役割を

果たすのが，地域包括支援センターではないかと思う。 
・地域包括支援センターは，介護予防の充実だけではなく，相談窓口としての機能を

充実させ周知するべきではないかと思う。地域包括支援センターの支援体制の充実

強化を図り，地域の中の人をつないでいく役割こそが大切である。 
 

（６）地域ネットワーク体制の整備 

・1人暮らしの孤立死が最近多くなってきており，地域が連携しながら取り組んで行

くことが重要である。 

・老人いこいの家などで展開している，ふれあいネットワークやふれあいサロン等の

事業の中で地域の人間ができるだけ支援をしていく必要がある。 

・地域の人たちの手をつなぎ合わせて，みんなで安心して過ごせる体制をつくらない

といけない。ネットワークありきではなく，具体的な1人の人をどう助けるのか，

その人にみんなでどう手を差し伸べるのか，それを考え実行することが重要である。 

・民生委員を中心とした地域のネットワークが必要ではないか。 

・民生委員に頼りすぎなのではないか。民生委員をサポートする人を発掘するなどの

取り組みが必要なのではないか。 

  ・民生委員と，社会福祉協議会，地域包括支援センター，自治協議会との連携が必要

である。 

・民生委員について，もう少し気楽にできるような工夫をした上で，サブになるよう

な仕組みを考えたり，助け合いやボランティア精神を活かせるような工夫をしても

らいたい。 

・地域特性は様々あるが，地域の助け合い活動などの取り組みでうまくいっている所

を他にも紹介してはどうか。 

 

（７）地域支援事業対象者の推計 

  ・個別に推計するのではなく，各々の事業効果（横のつながり）を踏まえた対象者の

推計が必要ではないか。 

 

【高齢者支援事業部会委員名簿】 
団 体 名 等 氏  名 備 考 

岩城法律事務所弁護士 岩 城 和 代 ○副部会長

ＮＰＯ笑顔 古 賀 清 惠  
被保険者代表（公募） 佐 藤 芙美子  
（財）福岡市健康づくり財団 神 宮 純 江  
福岡県看護協会 田 代 多恵子  
福岡市民生委員児童委員協議会 黨   實 雄  

 （社）福岡県高齢者能力活用センター 戸部田 浩 一  
被保険者代表（公募） 西牟田 耕 治  

 九州大学大学院 信 友 浩 一 ◎部会長 
 （社）認知症の人と家族の会福岡県支部 松 尾 早 苗  

（敬称略・五十音順） 
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資料２ 

 
 
 
 
 
 
 

介護給付費・基盤整備部会報告 
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１ 介護給付費・基盤整備部会報告 

 
（１） 検討項目 

介護給付費・基盤整備部会は，平成１８年度の介護保険制度の改正を踏まえ，介護が必要な方

を支える介護保険制度の円滑な実施に向け，第４期介護保険事業計画における介護サービスの見

込量や介護基盤整備の推進など次の事項について検討を行った。 

① 要介護認定者数の見込み 
② 日常生活圏域の設定（第３期の日常生活圏域の見直し） 
③ 介護サービス利用者数の見込み（施設・居住系サービス） 
④ サービス毎の必要量の見込み（地域密着型サービス含む） 
⑤ 市町村特別給付（上乗せ・横だし）について 

  ⑥ その他，介護給付費の計画値を算定するために必要な事項 
⑦ 施設・居住系サービス及び介護保険外の施設サービスの整備目標量（定員）について 

 

（２）検討経緯 

福岡市保健福祉審議会高齢者保健福祉専門分科会長が指名する１０名の委員で，平成２０年５

月３０日から４回にわたり部会を開催し，前記の検討項目について以下のとおり検討を行った。 
 

開 催 日 検 討 項 目 

第１回 
平成２０年５月３０日 

（１）部会長・副部会長の選出について 
（２）介護給付費・基盤整備部会の運営等について 
（３）被保険者数の推計及び要介護認定者数の状況等について 
（４）高齢者の日常生活圏域の状況について 

第２回 
平成２０年７月１０日 

（１）高齢者の日常生活圏域について 
（２）要介護認定者数の推計について 
（３）施設・居住系サービス利用者の状況等について 
（４）国・県の動向等について 

第３回 

平成２０年８月２１日 

（１）要介護認定者数の推計について 
（２）施設・居住系サービス利用者の推計等について 
（３）在宅サービス利用者の状況について 

第４回 

平成２０年９月１１日 

（１）施設・居住系サービス利用者の推計について 
（２）標準的在宅サービス利用者数の推計について 
（３）施設・居住系サービス及び介護保険外の施設サービス 
   の整備目標量（定員）について 
（４）市町村特別給付等について 
（５）介護サービスの質の確保・向上の実施状況について 
（６）国・県の動向等について 

 
 

8 



（３）検討概要（主なもの） 

 
① 要介護認定者数の見込み 

 ア 「住民基本台帳に基づく人口」と「外国人登録人口」の和をもとに，コーホート要因法によ

り，第４期介護保険事業計画期間（平成２１年度から平成２３年度）及び平成２６年度におけ

る被保険者数を推計した。（平成２６年度の高齢化率 ２０.０％） 
 イ 直近１年７か月の状況を勘案し，性別・年齢階級別の人口及び認定率から平成２１年度以降

の要介護認定者数を推計した。 
ウ 平成１９年度までに実施された介護予防事業及び予防給付による介護予防効果の状況を踏

まえ，介護予防効果を勘案後の要介護認定者数を推計した。 
（平成２３年度の要介護認定者数 ４９,３２０人） 

  
② 日常生活圏域の設定 

   第３期計画の日常生活圏域（３７圏域）について検証し，設定の考え方について検討し， 
  第４期計画の新たな日常生活圏域（地域包括支援センターと同一圏域とした３９圏域）を設定し

た。 
 
③ 施設・居住系サービスの利用者数の見込み 

   国の参酌標準を踏まえ，介護保険施設と介護専用の居住系施設の整備量を検討し，平成 
２１年度以降の施設・居住系サービス利用者数を推計した。 
（平成２３年度の介護保険３施設及び介護専用居住系サービスの利用者数  ８,９４０人） 

  なお，整備にあたっては，今後の認知症高齢者の増加を踏まえた基盤整備が必要であるとした。 
 
④ サービス毎の必要量の見込み 

   標準的在宅サービス利用対象者数を見込み，直近１年のサービス利用率の推移などから，各サ

ービスの利用者数を推計した。（平成２３年度の利用者数 ２６,２９０人） 
なお，地域密着型サービス（小規模多機能型居宅介護・夜間対応型訪問介護）については，今

後の地域ケア推進の観点から早期の整備等を要するものとした。 
 
⑤ 市町村特別給付ついて 

   第３期計画においては，「市町村特別給付・保健福祉事業として実施することができる要援護

者への支援のための事業や家族介護者への支援のための事業については，地域支援事業及び一般

施策で行っている高齢者保健福祉事業として，実施していく。」としていることを踏まえ，第４

期計画においても第３期計画と同じ考え方とすることとした。 
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《参考：委員からの主な意見要旨》 

 

（１）認知症高齢者の在宅サービスの充実について  
・特定施設を造りすぎている。  
・国の方針で，平成２６年度における介護保険３施設の利用者について施設利用 

者全体に対する要介護４・５の利用者割合を７０％以上にすることより，そこから 

はじかれた方（要介護２，３の中度の方）が在宅で充分なサービスが受けられるかが 

疑問である。認知症の方を在宅で支えるのは大変なので，市は本当に使えるサービス 

として，地域に密着した認知症対応型共同生活介護（グループホーム）を増加して 

していくことが必要である。 

 

（２）介護予防の推進  
・介護予防の効果の部分だけをイメージしているように思います。もう少し，色々な 

参加者を増やそうとする施策を，今やっていること以外にも行うべきではないか。 

 また，引きこもっておられるような方が，出てこられるような施策が何かないのか。 

  ・地域と行政が連携し，地域に活力をという介護予防の施策をみんなで考えていく必

要がある。 

 

（３）介護給付のサービス量の推計 

  ・在宅の居宅管理指導の推計において，在宅支援診療所の強化が求められており， 

本市として強化していくつもりであればサービス量は伸びるのではないか。 

 

 

 

【介護給付費・基盤整備部会委員名簿】 
団 体 名 等 氏  名 備 考 

福岡県介護老人保健施設協会 池    薫  
西日本新聞社論説委員会 浦 田  裕  ○副部会長

福岡市老人福祉施設協議会 大 木 麻美子  
福岡県社会福祉会 小 山 寿美子  
福岡県介護福祉士会 川 口 秀 子  
福岡県立大学 鬼 崎 信 好 ◎部会長 

 福岡市老人クラブ連合会 斉 藤 定 敏  
被保険者代表（公募） 白 津 陽 一  

 被保険者代表（公募） 立 田 洋 子  
 福岡市介護保険事業者協議会 廣津留 珙 子  

（敬称略・五十音順） 
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資料３ 

 
 
 
 
 
 
 

「福岡市高齢者保健福祉計画」中間とりまとめ概要  
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「福岡市高齢者保健福祉計画」中間とりまとめ概要 
 
１．高齢者保健福祉計画について 

本計画は，老人福祉法第２０条の８第１項に基づく「老人福祉計画」と介護保険法

第１１７条第１項に基づく「介護保険事業計画」を一体的に策定するもので，平成２

１年度～２３年度における高齢者に関する各種施策の方向性と具体的な展開並びに介

護保険制度運営の基本となる各種サービスの目標量等を定めるものです。 

 

２．高齢者を取り巻く現状と課題 

 

○ 地域コミュニティの担い手の減少や一人暮らし高齢者や高齢者夫婦世帯の増加

などにより，地域や家庭において高齢者を支える機能や活力が低下しています。 

 
○ 高齢者が単なるサービスの受け手としてではなく自らが社会を支える担い手の一員と

して，これまで培ってきた豊かな経験，知識，能力を活かした地域活動やボランティア

等の社会貢献活動などにより積極的に役割を果たしていくことが期待されています。 
 
○ 高齢者の生活の質を維持・向上させるためには，健康づくりや介護予防の取り組みが

重要で，高齢者自らの心がけや自立への意欲を喚起して継続的に取り組めるよう施策の

充実や支援体制の構築が求められています。 
 
○ 地域における認知症高齢者や社会から孤立した一人暮らし高齢者，災害時要援護者な

どに対する見守りや支援，権利擁護を推進するため，地域が自らの課題として積極的に

関係機関等と連携をとりながら総合的に支援する体制の構築が求められています。 
 
 

３．計画の基本理念と取り組みの視点 

今後到来する「本格的な高齢社会」に向けて取り組むべき目標として基本理念を掲げ，そ

の実現のために４つの取り組みの視点に基づいて，高齢者保健福祉施策を総合的に推進して

いきます。 
施策の推進にあたっては，高齢者の生活意識や社会情勢の変化を踏まえるとともに，地域

社会が高齢者を取り巻く課題を自らの課題として自主的・主体的に取り組む地域活動を促し，

支援するという視点を持って施策の充実や再構築を図りながら，地域社会を共に構成してい

る市民，地域団体，ＮＰＯ・ボランティア，企業などと共働して取り組みます。 
また特に， 
① 地域で高齢者を支える総合支援体制の充実 
② 認知症高齢者への総合的支援 
③ 健康づくり・介護予防の推進 
を喫緊の課題として重点的に施策の充実とその推進を図っていきます。 
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【基本理念】 

 
高齢者一人ひとりが，生きがいを持ち尊厳を保ちながら住み慣れた地域で自立した生活

を安心して続けることができる地域社会を形成します。 

 

 

【取り組みの視点】 

 

健康でいきいきとした豊かなシニアライフの実現 

高齢期を元気で健康に生きがいを持って生活することができるよう，継続的な

健康づくりや介護予防を推進していくとともに，地域社会を支える担い手として，

これまで培ってきた豊かな経験，知識，能力を活かした就業や社会参加，ボラン

ティア等の地域貢献活動を支援します。 
 

 

要援護高齢者の総合支援の充実 

必要とする支援や介護の状態に応じたサービスを提供して生活機能の維持・向

上を積極的に図り，住み慣れた地域でできるだけ自立した生活を送られるよう支

援します。 
また，認知症高齢者が在宅生活を継続できるよう，介護や医療及び地域が連携

して支援体制を構築するとともに認知症に対する知識の普及啓発を図り，また認

知症になってもその人らしさを尊重して個人の権利を擁護します。 
 

 

地域生活支援体制の充実 

住み慣れた地域で，健やかで安心して暮らせるよう，高齢者や家族，地域にお

ける身近な総合相談窓口の相談機能の充実を推進するとともに，支援を必要とす

る高齢者やその家族を地域で支えるネットワーク体制の構築を図ります。 
 

 

安全・安心な生活環境の向上 

高齢者それぞれの身体状況や家族状況に応じて，適切な住まいを確保するとと

もに，住み慣れた地域や家庭において，安全・安心な生活を送り，社会活動がで

きるよう，高齢者向け住宅の供給促進や公共施設のバリアフリー化，人に優しい

市民意識の醸成等生活環境の向上に努めます。    
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４．施策体系 

 

【基本理念】 【取り組みの視点】 【施策区分】

介護予防の推進

要援護高齢者の総合支援の充実 在宅生活支援の充実

施設・居住系サービスの充実

介護サービス質の確保・向上

認知症高齢者の支援体制の充実

健康でいきいきとした豊かなシニアライフの実現 社会参加活動への支援

社会参加活動の環境整備

高
齢
者
一
人
ひ
と
り
が
、
生
き
が
い
を
持
ち
尊
厳
を
保
ち
な
が
ら

住
み
慣
れ
た
地
域
で
自
立
し
た
生
活
を
安
心
し
て
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
地
域
社
会
の
形
成

就業機会の確保

健康づくりの推進

安全・安心な生活環境の向上 高齢者居住支援

人に優しいまちづくりの推進

権利擁護の推進

地域生活支援体制の充実 総合相談機能の充実

地域ネットワーク体制の整備
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５．施策展開の考え方 
 

（１）健康でいきいきとした豊かなシニアライフの実現 

① 社会参加活動への支援 

高齢者が教養を高め，文化・スポーツ活動，地域活動を通じて高齢期を豊かに過ごし，

健康的な生活を維持できるよう支援に努めるとともに，福岡にふさわしい高齢者の社会参

加のあり方について検討していきます。 
 

② 社会参加活動の環境整備   

これまでに培ってきた経験，知識，能力を活かし，地域活動やボランティア活動に積極

的に参加したいという社会貢献意欲の高い高齢者の活躍の場づくりとして，活動拠点の機

能強化や関連情報の提供に努め，高齢者が主体的に社会との関わりを持つことができるよ

う支援します。 
また，ボランティアに関する情報提供に加え，具体的な活動につながる仕組みづくりな

ど，高齢者や地域での多様なニーズに応えるための環境づくりを検討します。 
 

③ 就業機会の確保 

高齢者の就業は収入を得ることを目的とするほか，生きがいづくりや社会参加を目的と

するなど，就業ニーズが多様化しています。 
高齢者の就業を通じた生きがいの充実や社会参加を推進するため，シルバー人材センタ

ーに対して人的財政的に支援し，地域の日常生活に密着した臨時的・短期的又は軽易な就

業機会の確保とともに，団塊の世代の受け皿となる新たな職域の拡大や自主的運営の促進

を支援します。 
また，高齢者職業相談室において，就職を希望する高齢者への求職相談や職業紹介など，

就業支援に努めます。 
 

④ 健康づくりの推進 

健康づくりは市民が主役です。市民が，主体的に・自主的に，楽しく・気軽に取り組め

るような支援が重要です。 
このため，「健康日本２１福岡市計画」に基づき，地域や関係団体等と協力しながら，

また，新しい制度である「地域支援事業」や「特定健診等」と連携しながら，介護予防教

室参加者や特定保健指導受診者が，事業終了後も家庭や地域で継続して健康づくりに取り

組めるよう，情報提供などにより連携を図ります。 
 

⑤ 介護予防の推進 

特定高齢者施策については，対象者把握を推進し，対象者が参加しやすい開催方法を検

討します。また，特定高齢者施策と一般高齢者施策を一体的に推進することで，自主的・

自発的な活動をより促進し，自ら健康づくり・介護予防に取り組む高齢者が増えるよう支

援します。 
 

   
（２）要援護高齢者の総合支援の充実 

① 在宅生活支援の充実   

在宅において支援や介護が必要な度合いに対応したきめ細かなサービスの充実を図り，

高齢者が住み慣れた地域や家庭で生活を続けられるよう，在宅での自立支援や介護者の負

担軽減を推進します。 
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② 施設・居住系サービスの充実  

介護保険事業計画などに基づき，在宅での生活が困難な高齢者に対して，適切な施設・

居住系サービスを提供します。また，利用者が状態に応じた適切な施設を選択できるよう，

情報の提供に努めます。 
 

③ 介護サービスの質の確保・向上    

高齢者や家族の状況にきめ細やかに対応した質の高い介護サービスを総合的・一体的に

利用者本位で提供するため，高度に専門性を有する人材の育成や資質の向上のための支援

を充実させるとともに，利用しやすい介護サービス情報の提供に努めます。 
 

④ 認知症高齢者支援体制の充実   

認知症高齢者が住み慣れた地域で安心して尊厳をもちながら生活することができるよ

う，医療と介護，地域が相互に密接に連携しながら地域全体で認知症高齢者やその家族を

支援するネットワークを構築するとともに，認知症研修の充実や適切な福祉・介護サービ

スを提供するなど，認知症高齢者施策の総合的・継続的な推進に努めます。 
 

⑤ 権利擁護の推進 

高齢者が住み慣れた家庭や地域で安心して尊厳を持って生活できるよう，高齢者の財産

を守り，権利の行使を確保し，また，権利の侵害に対しては保護・支援を含めた権利擁護

の取り組みを推進します。 
 

 

（３）地域生活支援体制の充実 

① 総合相談機能の充実   

地域包括支援センターの利便性の向上と機能強化を図るため，平成２１年度に２８セン

ターから３９センターに増設するとともに，平成２０年度に決定される地域包括支援セン

ターの愛称の普及を図りながら，同センターが高齢者や家族，地域におけるより身近な総

合相談窓口であることの周知を図ります。 
   

② 地域ネットワーク体制の整備   

地域で生活する高齢者やその家族をはじめ，認知症高齢者や社会から孤立した一人暮ら

し高齢者，災害時要援護者などへの対応を含め，地域と福祉・保健・医療等の関係機関，

団体が相互に連携した総合的な支援体制の構築を図ります。 
 

 

（４）安全・安心な生活環境の向上 

① 高齢者居住支援   

高齢者の自立や介護に配慮した良質な居住環境への支援や民間賃貸住宅入居の円滑化

など福祉施策と住宅施策の連携を図りながら高齢者の居住支援を推進します。 
 

② 人に優しいまちづくりの推進 

高齢者等すべての人が安全かつ円滑に地域コミュニティに参加することができるよう，

都市環境のバリアフリー化の推進を図ります。 

 

 

16 



６．高齢者保健福祉計画（平成２１年度～２３年度）における重点項目 

 
 

（１）地域生活支援体制の充実 

 

○ 地域包括支援センターを市内２８箇所から３９箇所に増設し，高齢者に対する総合相

談機能強化や地域で高齢者を支える体制の充実を図り，高齢者が住み慣れた地域で自立

した生活が送れるよう支援 
○ 認知症高齢者や社会から孤立した単身高齢者などの見守りや災害時の要援護者に対

する安否確認などの総合的な支援体制の構築 
○ 一人暮らしなどで支援が必要な高齢者に買い物，ゴミ出し等の日常生活支援などを行

う地域での支援ネットワークの推進 
 

   など

地域ネットワークのイメージ図

地域ネットワークを支える人々

診断・治療

生活支援

見守り支援

見守り支援

見守り支援

ケアマネジメント 介護認定

総 合 相 談 ・ 調 整
（地域包括支援センター）

困っている高齢者など

民生委員
児童委員

地域包括
支援センター

校区社会福祉
協議会

病院・診療所

消防・交番 商店・コンビニ
特別養護

老人ホーム等
施設

学校・ＰＴＡ

家族・親戚自治協議会 老人クラブ
地域住民

訪問・通所系
サービス事業者

公民館

保健福祉
センター

地域密着型
サービス事業者

デイサービスセンター
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（２）認知症高齢者支援体制の充実 

 

○ 介護と医療の連携推進に向け，認知症サポート医養成やかかりつけ医研修による早期

発見・早期治療体制の整備や，担当者の配置による介護との連携や一般開業医等への研

修を行う「認知症疾患医療センター」の指定を検討 
○ 認知症高齢者を地域で見守り・支援する連携体制づくりを推進する「認知症キャラバ

ン・メイト」を養成するとともに，そのメイトが講師役となって，認知症高齢者とその

家族を見守る「認知症サポーター」を養成することによる，認知症に対する知識の普及

啓発と地域の見守り体制づくり 
○ 介護と医療及び地域が相互に連携して認知症高齢者とその家族を支援する仕組みづ

くりや地域包括支援センターと地域のつながりをこれまで以上に強め，相談機能の充実

や地域でのネットワーク機能の強化 
 

  

福岡市認知症高齢者支援体制（案）

認知症の人・家族

認知症サポート医
（専門医）

連  　携

認知症疾患医療センタ－
（専門医療機関）

かかりつけ医
（一般医）

連  　携

連　　　携

サ
ー
ビ
ス
提
供

支援

適
切
な
ケ
ア
の
普
及

事
業
者
研
修
の
充
実

公民館・地域
住民など

校区社会福祉
協議会

校区民生委員
・児童委員自治協議会

商店街郵便局・銀行
など

交番

連
　
携

保　健　福　祉　セ　ン　タ　ー

支援

連
　
携

認知症サポーター

見守り・支援のネットワーク形成・連携

地　域　包　括　支　援　セ　ン　タ　ー

連携

キャラバン・メイト

理解促進・普及啓発

介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
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（３）高齢者それぞれの状態に合わせた健康づくり・介護予防事業の強化 

 

○ 特定高齢者施策の充実 
○ 継続して健康づくり・介護予防に取り組むことができる体制づくり 
○ 市民と共働して健康づくり・介護予防を広く実践していくことができる環境づくり 

 

 

   

　　　

地域支援事業における介護予防事業の取り組みについて（案）

特定高齢者決定者

 H18年度～H20年度 H21年度～H23年度

○高齢者の健康づくり・介護予防事業
の推進
（転倒予防教室、生き活き講座等）

〔特定高齢者施策の推進〕

①平成18年度特定高齢者施策の創設に伴い、施策の推進

を強化してきたが、対象者の把握が少ない、把握しても本人

が希望しないなどで、施策参加者が見込値を大幅に下回っ

た。施策参加者は、8割以上が生活機能の維持・改善をして

おり、施策の効果はあると考える。

②従来より実施している一般高齢者施策は、見込値を上回

り、多くの高齢者の参加を得た。3回以上の教室については、

体力の維持・改善がみられるなど、効果はあると考える。

〔特定高齢者施策・一般高齢者施策の一体的推進〕

①特定高齢者施策は、継続して実施する。

②一般高齢者施策のなかで、生活機能が低下している高齢者が

参加でき、継続して健康づくり・介護予防事業に取り組むことがで

きるための事業を創設する。

③一般高齢者施策の内容を整理し、市民と共働して健康づくり・

介護予防を広く実践していくことができる環境を整える。

→自ら健康づくりに取り組む高齢者が増える！

市認定審査会で
認定

国基準に基づき決定

（生活機能が低下している高齢者）

○特定高齢者施策の創設

高
齢
者
の
状
況
に
応
じ
た
健
康
づ
く
り
・

介
護
予
防
事
業
の
強
化

○介護給付
　
○予防給付

○特定高齢者施策

○転倒予防教室

○（新規）継続的な教室

○生き活き講座

○（新規）住民と共働した健康づくり
　　（啓発強化など）

【

一
般
高
齢
者
施
策
】

要支援・要
介護認定者

（元気な高齢者）

○介護給付

○予防給付
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７．要介護認定者数の推計

（１）現行での要介護認定者数の推計方法

　平成１８年度の介護保険制度改正後の状況が反映されている直近１年７か月（平成１９年１月，

平成１９年７月，平成２０年１月，平成２０年７月の４月分）の状況を勘案して，性別・年齢階級別の

人口，認定率から平成２１年度以降の要介護認定者数を見込む。

＜第４期計画における認定者数の見込み（現行）＞

認定率の推移

Ｈ２１年度 Ｈ２２年度 Ｈ２３年度 Ｈ２６年度

認定率 18.8% 19.3% 19.8% 19.7%

認定者数の推移

Ｈ２１年度 Ｈ２２年度 Ｈ２３年度 Ｈ２６年度

要支援１ 7,100 7,360 7,650 8,540

要支援２ 7,140 7,430 7,730 8,700

要介護１ 8,780 9,190 9,620 10,950

要介護２ 7,350 7,690 8,040 9,210

要介護３ 5,840 6,130 6,430 7,390

要介護４ 4,820 5,070 5,330 6,160

要介護５ 4,320 4,550 4,780 5,530

合計 45,350 47,420 49,580 56,480

（２）平成２０年度以降の更なる介護予防効果（要介護認定者数への影響）の推計

　前記（１）で推計した要介護認定者数については，平成１９年度（平成２０年７月）までに実施された介護

予防事業及び予防給付による介護予防効果が反映された人数となっている。

　したがって，平成２０年度以降の介護予防効果については，それに係る目標を設定し，平成１９年度との

差分を効果数値として推計する。

＜介護予防効果のイメージ＞

 ア　介護予防事業（特定高齢者施策）

○計画値

　 Ｈ１９年度 Ｈ２０年度 Ｈ２１年度 Ｈ２２年度 Ｈ２３年度 Ｈ２６年度
６５歳以上人口 225,603 232,800 240,700 245,700 250,200 287,000

施策参加率 0.14% 0.16% 0.22% 0.25% 0.28% 0.30%
施策参加者の悪化防止率 95.4% 95.4% 95.4% 95.4% 95.4% 95.4%

非該当 要介護認定該当

　元気高齢者　　　　　　　　 虚弱高齢者　　　　　　　　要支援者　　　　　　　　　　要介護者
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （要支援１・２）　　　　　　（要介護１～５）

予防給付の実施により，要介護１以
上への移行（悪化）を防止。

介護予防事業の実施
により，要支援・要介護
状態となることを防止。
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 イ　予防給付

○計画値

Ｈ１９年度 Ｈ２０年度 Ｈ２１年度 Ｈ２２年度 Ｈ２３年度 Ｈ２６年度

重度化率 20.7% 19.7% 18.7% 17.7% 16.6% 16.6%

 ウ　介護予防効果（平成１９年度との差分）の要介護認定者数への反映

（要支援１・２の認定者数）

Ｈ１９年度 Ｈ２０年度 Ｈ２１年度 Ｈ２２年度 Ｈ２３年度 Ｈ２６年度

現行 11,692 13,270 14,240 14,790 15,380 17,240
予防効果（介護予防事業） -40 -180 -260 -420
予防効果（予防給付） 160 340 540 840

予防効果後 11,692 13,270 14,360 14,950 15,660 17,660

（要介護１～５の認定者数）

Ｈ１９年度 Ｈ２０年度 Ｈ２１年度 Ｈ２２年度 Ｈ２３年度 Ｈ２６年度

現行 30,783 30,310 31,110 32,630 34,200 39,240
予防効果（予防給付） -160 -340 -540 -840

予防効果後 30,783 30,310 30,950 32,290 33,660 38,400

（３）介護予防効果を勘案した後の要介護認定者数

＜第４期計画における認定者数の見込み（介護予防）＞

認定率の推移 （参考）第３期計画

Ｈ２１年度 Ｈ２２年度 Ｈ２３年度 Ｈ２６年度 Ｈ２６年度

認定率 18.8% 19.2% 19.7% 19.5% 21.1%

認定者数の推移

Ｈ２１年度 Ｈ２２年度 Ｈ２３年度 Ｈ２６年度 Ｈ２６年度

要支援１ 7,160 7,440 7,790 8,750 13,920

要支援２ 7,200 7,510 7,870 8,910 14,120

要介護１ 8,730 9,090 9,470 10,720 6,050

要介護２ 7,310 7,610 7,910 9,010 7,640

要介護３ 5,810 6,070 6,330 7,230 6,500

要介護４ 4,800 5,020 5,250 6,030 6,260

要介護５ 4,300 4,500 4,700 5,410 5,650

合計 45,310 47,240 49,320 56,060 60,140

（注）医療療養病床から老健施設等への転換に係る要介護認定者数は，県の療養病床転換推進計画等に
　　より，今後別途算出し計上する予定。  
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（ア）介護保険３施設の利用者数

（ｂ）　介護老人福祉施設

（ｃ）　介護老人保健施設

平成１９年度末と同程度（2,500人）で推移すると推計。

（ｄ）　介護療養型医療施設

平成１９年度末と同程度（1,230人）で推移すると推計。

（イ）居住系サービスの利用者数

（ａ）　認知症対応型共同生活介護（全体）

（ｃ）　特定施設入居者生活介護（介護専用型，地域密着型を含む。）

　平成１９年度と同数（50人）で推移すると推計。

（ｄ）　特定施設入居者生活介護（混合型）

　　　平成１９年度の実績（2人）から推計。（平成２６年度：10人）

　施設定員は直近（H20.5.1現在）から変動しないものとし，定員に対する利用率が，平成２６年度において
７０％（国が想定している数値）になるものとして推計。（平成２６年度：3,510人）

（ａ）　平成２６年度の「介護老人福祉施設・介護老人保健施設利用者数の合計」の高齢者人口に対する
　　　割合を平成１９年度実績から２．５％と推計。（平成２６年度：7,180人）

平成２６年度において（ア）（ａ）となるとして推計。（平成２６年度：4,680人）

　平成２６年度の高齢者人口に対する利用者数の割合を平成１９年度の高齢者人口に対する認知症対応型
共同生活介護施設定員の割合で推計。（平成２６年度：1,600人）

　　※うち（ｂ）介護予防認知症対応型共同生活介護

　平成２６年度において，要介護認定者数（要介護２～５）に対する施設・居住系サービス利用者の
割合を３７％以下とする。

②　介護保険３施設利用者の重度者への重点化

　平成２６年度において，入所施設利用者全体に対する要介護４・５の割合を７０％以上とする。

（２）推計の考え方

（１）参酌標準

　　第４期計画策定の際に，施設居住系サービスの参酌標準として国が示したものは以下のとおり。
　　（第３期計画から変更なし。）

①　介護保険３施設及び介護専用の居住系サービスの適正な整備

８．施設・居住系サービス利用者数の推計

【参考】　H16　　 H19
 　国　  41　％  37.8％
  本市　 43.4％　40.8％
 ※国は，H19.10の数値。

【参考】国のH19.10実績：2.6％
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（３）施設・居住系サービス利用者数の推移

（単位：人） （第３期計画）

Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２６ Ｈ２６

225,421 232,800 240,700 245,700 250,200 287,000 285,700  

42,475 43,580 45,310 47,240 49,320 56,060 60,140    

22,255 21,890 23,090 24,040 25,130 28,380 34,090    

20,220 21,690 22,220 23,200 24,190 27,680 26,050    

40.8% 39.1% 38.8% 37.8% 37.0% 36.3% 37.0%

8,251     8,470     8,630     8,780     8,940     10,050   9,630     

介護保険施設 7,048     7,170     7,250     7,370     7,490     8,410     8,350     

介護老人福祉施設
※

3,263 3,440 3,520     3,640     3,760 4,680 4,610     

介護老人保健施設 2,475 2,500 2,500     2,500     2,500 2,500 2,530     

介護療養型老人保
健施設

0 0 0 0 0 1,230

介護療養型医療施設 1,310 1,230 1,230     1,230     1,230 0 1,210     

1,203     1,300     1,380     1,410     1,450     1,640     1,280     

認知症対応型共同生
活介護

1,193 1,250 1,330     1,360     1,400     1,590 1,180     

特定施設入居者生活
介護（介護専用型）

10 50 50         50         50         50 100        

※地域密着型介護老人福祉施設も含む

介護専用以外の居住系サービス

2           10         10         10         10         10         30          

2,200     2,470     2,650     2,820     3,000     3,510     2,130     

※介護予防特定施設入居者生活介護も含む。

（再掲）

1,195     1,260     1,340     1,370     1,410     1,600     1,210     

2,210     2,520     2,700     2,870     3,050     3,560     2,230     

※H１９は実績。H20以降は見込み。

介護予防認知症対応型共同
生活介護

特定施設入居者生活介護（混
合型）※

認知症対応型共同生活介護
計

特定施設入居者生活介護　計

要介護２～５…Ａ

介護保険施設及び介護専用
の居住系サービスの利用者の
割合…B/A

介護保険３施設及び介護専用
の居住系サービスの利用者数
…Ｂ

介護専用の居住系サービス

高齢者人口
（第１号被保険者数）

要介護認定者数

要支援１・２，要介護１

－
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９．標準的在宅サービス利用者の推計

（１）標準的在宅サービス対象者数の推計

標準的在宅サービス対象者数

　　　＝ 要介護認定者数　－　施設・居住系サービス利用者数

○要介護認定者数（Ａ） （単位：人）

区　分 Ｈ１９（実績） Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３

要支援１ 6,464 6,760 7,160 7,440 7,790

要支援２ 5,228 6,510 7,200 7,510 7,870

要介護１ 10,563 8,620 8,730 9,090 9,470

要介護２ 6,591 7,180 7,310 7,610 7,910

要介護３ 5,262 5,770 5,810 6,070 6,330

要介護４ 4,343 4,710 4,800 5,020 5,250

要介護５ 4,024 4,030 4,300 4,500 4,700

合　計 42,475 43,580 45,310 47,240 49,320

○施設・居住系サービス利用者数（Ｂ） （単位：人）

区　分 Ｈ１９（実績） Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３

要支援１ 180 200 210 230 240

要支援２ 174 190 210 220 230

要介護１ 1,661 1,670 1,680 1,640 1,640

要介護２ 1,695 1,790 1,840 1,900 1,940

要介護３ 2,206 2,370 2,410 2,450 2,480

要介護４ 2,404 2,550 2,670 2,800 2,930

要介護５ 2,133 2,180 2,270 2,370 2,490

合　計 10,453 10,950 11,290 11,610 11,950

○標準的在宅サービス対象者数（Ｃ＝Ａ－Ｂ） （単位：人）

区　分 Ｈ１９（実績） Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３

要支援１ 6,284 6,560 6,950 7,210 7,550

要支援２ 5,054 6,320 6,990 7,290 7,640

要介護１ 8,902 6,950 7,050 7,450 7,830

要介護２ 4,896 5,390 5,470 5,710 5,970

要介護３ 3,056 3,400 3,400 3,620 3,850

要介護４ 1,939 2,160 2,130 2,220 2,320

要介護５ 1,891 1,850 2,030 2,130 2,210

合　計 32,022 32,630 34,020 35,630 37,370  
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（２）標準的在宅サービス利用者数の推計

標準的在宅サービス利用者数

　　　＝ 標準的在宅サービス対象者数　×　標準的在宅サービス利用率

標準的在宅サービス利用率の推計方法について

　○標準的在宅サービス利用率は，直近の動向から平成２０年度の利用率を見込み，

　　平成２１年度以降は平成２０年度と同率と見込む。

　　　ただし，要支援１・２については，介護予防促進の観点から，平成２３年度まで年度毎に

　　利用率が高まっていくものとして見込む。

○標準的在宅サービス利用率（Ｄ）

区　分 Ｈ１９（実績） Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３

要支援１ 60.6% 61.7% 62.2% 62.7% 63.2%

要支援２ 65.5% 70.0% 70.5% 71.0% 71.5%

要介護１ 76.9% 77.7% 77.7% 77.7% 77.7%

要介護２ 78.8% 79.8% 79.8% 79.8% 79.8%

要介護３ 73.0% 75.6% 75.6% 75.6% 75.6%

要介護４ 63.6% 63.6% 63.6% 63.6% 63.6%

要介護５ 38.9% 37.4% 37.4% 37.4% 37.4%

○標準的在宅サービス利用者数（Ｅ＝Ｃ×Ｄ） （単位：人）

区　分 Ｈ１９（実績） Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３

要支援１ 3,808 4,050 4,320 4,520 4,770

要支援２ 3,308 4,420 4,930 5,180 5,460

要介護１ 6,842 5,400 5,480 5,790 6,080

要介護２ 3,857 4,300 4,370 4,560 4,760

要介護３ 2,231 2,570 2,570 2,740 2,910

要介護４ 1,234 1,370 1,350 1,410 1,480

要介護５ 736 690 760 800 830

合　計 22,016 22,800 23,780 25,000 26,290  
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（３）標準的在宅サービスの種類毎のサービス利用量の推計

標準的在宅サービスの種類毎のサービス利用量

　　　＝ 標準的在宅サービス利用者数　×　サービス種類毎の利用率　×　１人当たりの利用量

サービス種類毎の利用率，１人当たりの利用量の推計方法について

　○各年度のサービス種類毎の利用率及び１人当たりの利用量の伸び率については，

　　直近の動向から平成２０年度の利用率及び利用量を見込み，平成２１年度以降は平成２０年度

　　と同率として見込む。

　　＜上記以外の推計方法を用いるサービスについて＞

◇居宅介護支援・介護予防支援

　　居宅介護支援・介護予防支援については，標準的在宅サービス利用者全員が利用する

　ものとして見込む。

◇夜間対応型訪問介護

　　夜間対応型訪問介護については，訪問介護利用者のうち，早朝・夜間・深夜の利用者が

　夜間対応型訪問介護を利用するものとして見込む。

◇小規模多機能型居宅介護

　　小規模多機能型居宅介護については，平成２３年度において日常生活圏域毎に１事業所が

　設置（３９事業所）されるものとして見込む。
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１０．介護サービスの見込量

　　①介護給付

単位 Ｈ１９年度（実績） Ｈ２０年度 Ｈ２１年度 Ｈ２２年度 Ｈ２３年度

訪問介護　　　　　　　 時間／年 1,835,421 1,627,320 1,658,710 1,742,620 1,825,970

訪問入浴介護 回／年 19,390 18,280 19,530 20,720 21,340

訪問看護 回／年 151,761 151,620 155,540 164,280 172,670

訪問リハビリテーション 回／年 29,407 39,690 40,410 42,520 44,640

 居宅療養管理指導 人／月 2,846 3,220 3,290 3,460 3,620

通所介護 回／年 720,327 830,020 840,670 886,960 929,200

通所リハビリテーション 回／年 407,377 399,910 405,950 424,030 447,150

 短期入所生活介護 日／年 162,570 187,980 190,080 200,480 209,390

 短期入所療養介護 日／年 18,511 19,760 20,750 22,240 23,060

特定施設入居者生活介護 人／月 1,860 2,090 2,240 2,380 2,540

福祉用具貸与 人／月 5,855 6,110 6,210 6,540 6,860

特定福祉用具販売 件／年 2,893 3,260 3,300 3,480 3,640

住宅改修 件／年 2,087 2,280 2,300 2,420 2,540

居宅介護支援 人／月 14,612 14,330 14,530 15,300 16,060

夜間対応型訪問介護 人／月 0 0 140 290 500

認知症対応型通所介護 回／年 42,478 47,870 50,020 54,090 55,570

小規模多機能型居宅介護 人／月 85 140 230 320 420

認知症対応型共同生活介護 人／月 1,193 1,250 1,330 1,360 1,400

地域密着型特定施設入居者生活介護 人／月 10 50 50 50 5

介護老人福祉施設 人／月 3,263 3,440 3,520 3,640 3,760

介護老人保健施設 人／月 2,475 2,500 2,500 2,500 2,500

介護療養型医療施設 人／月 1,310 1,230 1,230 1,230 1,230

　　②予防給付

単位 Ｈ１９年度（実績） Ｈ２０年度 Ｈ２１年度 Ｈ２２年度 Ｈ２３年度

介護予防訪問介護　　　　　　　 人／月 4,689 5,380 5,870 6,160 6,490

介護予防訪問入浴介護 回／年 0 0 0 0 0

介護予防訪問看護 回／年 12,604 17,710 19,370 20,890 21,440

介護予防訪問リハビリテーション 回／年 2,407 3,450 3,450 4,090 4,090

介護予防居宅療養管理指導 人／月 240 340 380 390 410

介護予防通所介護 人／月 2,072 2,650 2,900 3,040 3,210

介護予防通所リハビリテーション 人／月 805 1,060 1,160 1,220 1,290

介護予防短期入所生活介護 日／年 2,681 4,130 4,900 4,900 4,900

介護予防短期入所療養介護 日／年 207 680 680 680 680

介護予防特定施設入居者生活介護 人／月 340 380 410 440 460

介護予防福祉用具貸与 人／月 907 1,470 1,620 1,700 1,790

特定介護予防福祉用具販売 件／年 1,419 1,730 1,890 1,980 2,090

介護予防住宅改修 件／年 1,383 1,670 1,820 1,910 2,010

介護予防支援 人／月 6,994 8,470 9,250 9,700 10,230

介護予防認知症対応型通所介護 回／年 265 420 420 420 420

介護予防小規模多機能型居宅介護 人／月 7 20 20 30 30

介護予防認知症対応型共同生活介護 人／月 2 10 10 10 10

サービス区分

在
宅

地
域
密
着
型

サービス区分

在
宅

地
域
密
着
型

施
設

0
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１１．市町村特別給付等について

（１）概要

（２）本市の状況

（３）第４期における市町村特別給付の実施について

　被保険者全体を対象とした介護予防事業や，家族等の介護者を対象とした介護支

援事業などを実施することができます。

（例）介護者教室，家族リフレッシュ事業，介護予防教室，健康づくり事業

　要介護者，要支援者に対し，法令で定められた保険給付（法定給付）以外の独自

のサービスを実施することができます。

（例）おむつの支給，寝具乾燥サービス，移送サービス，配食サービス

　また，在宅サービスの支給限度額について，法令で定められた支給限度額を超え

る額を独自に設定することができます。

○    市町村特別給付

○    保健福祉事業

 ※市町村特別給付等とは，「市町村特別給付」と「保健福祉事業」とされます。
 ※いずれも第１号被保険者の保険料のみを財源として，条例で定めます。

　本市では，市町村特別給付等は，地域支援事業（介護保険）又は一般施策（介護

保険外）で行っている高齢者保健福祉事業として実施しています。

　第３期事業計画において，「市町村特別給付・保健福祉事業として実施すること

ができる要援護者への支援のための事業や家族介護者への支援のための事業につい

ては，地域支援事業及び一般施策で行っている高齢者保健福祉事業として，実施し

ていきます。」としていることを踏まえ，第４期における市町村特別給付等の実施

については，第３期計画と同じく地域支援事業及び一般施策で行っている高齢者保

健福祉事業で行うこととします。  
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資料４ 

 
 
 
 
 
 
 

介護保険事業計画における第 1 号保険料について
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１．第４期介護保険事業計画期間（平成21年度～平成23年度）における事業費

（１）第４期事業計画期間における事業費（粗い見込み，報酬改定前）

第４期計画 第３期計画 第３期実績

1,910億円程度 1,721億円 1,689億円

57億円程度 42億円 31億円

－ 2億円 2億円

－ 14億円 14億円

1,967億円程度 1,779億円 1,736億円
※計画値 ※H20を推計した数値

（２）第４期事業計画期間における事業費の負担

第４期計

999億円

390億円

578億円

1,967億円

（参考）第４期の基本的な負担割合

介護予防事業 包括・任意事業

約50%（約50%） 50%（50%） 80%（81%）

約20%（約19%） 20%（19%） 20%（19%）

30%（31％） 30%（31%） －

※（　　）は第３期の割合。

第２号保険料

財政安定化基金拠出金

財政安定化基金償還金

第１号保険料

公費（国・県・市）

第１号保険料

第２号保険料

合計

地域支援事業費

第４期介護保険事業計画における第１号介護保険料について

負担割合

地域支援事業
保険給付費

保険給付費

　第４期計画期間における事業費は，1,967億円程度で，第３期計画と比較して
約11％増の見込みである。

　第４期計画期間において，第１号被保険者の負担となる経費は，事業費の約
20％の390億円程度となる見込みである。

合計

公費（国・県・市）
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２．第４期介護保険事業計画期間における第１号被保険者の保険料について

（１）保険料段階について（第４段階，第５段階への対応）

＜国の考え方＞

（参考）平成20年度激変緩和措置対象者

　　　　　　第４段階の方：2,968人

　　　　　（本人は非課税であるが，世帯員が税制改正により課税）

　　　　　　第５段階の方：14,896人

　　　　　（S15.1.2以前生まれの方が税制改正により課税（所得125万円以下））

＜本市の考え方＞

○新段階設定の際の留意点

（参考）対象者数の見込

　　　　第４段階（激変緩和措置）：　２，９６８人　→　新第４段階：３９，９１０人

　　　　第５段階（激変緩和措置）：１４，８９６人　→　新第６段階：２２，３９０人

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （例えば，125万円以下の場合）

　税制改正の影響を受けた者に対する激変緩和措置の終了に伴い，保険料の負担割合が上昇
する者及びこれに準ずる所得層の負担の緩和のため，政令等の趣旨を踏まえ対処する。

　１．現行第４段階で年金収入等が８０万円以下の者については，政令により対処する。
　２．現行第５段階で，税制改正の影響を受ける層については，新段階を設ける方向で検討
　　　する。

　第３期の激変緩和措置と第４期の新段階については，対象者の要件が異なっており，対象
者数は大幅に増加する。
（ただし，第４段階の激変緩和措置の対象者の一部は，新第４段階の対象外となる。）

　第４期の保険料設定の基本的な考え方としては，税制改正に伴う介護保険料の激変緩和措
置が平成20年度で終了するため，第４期については，保険者判断により，同水準の保険料段
階措置を講じることができるように所要の措置を行う。

①従来の第４段階の者のうち年金収入と合計所得金額の合計額が８０万円以下の者につい
て，保険料の乗率を引き下げ（引き下げ幅は保険者判断）。【政令改正予定】

②従来の第５段階の者のうち合計所得金額が保険者が定める額（例えば125万円）未満の者に
ついて，保険料の乗率を引き下げ（引き下げ幅は保険者判断）。【保険者に周知】

③乗率の引き下げ分は，第１号被保険者全体の保険料負担により賄う。
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（２）保険料の乗率について（第４段階，第５段階への対応）

○新段階の保険料乗率設定の際の留意点

＜本市の考え方＞

（参考）基準保険料額に与える影響

　　　新第４段階の乗率の「0.95」と「0.91」の基準保険料額の差は，約３０円／月である。

　　　新第６段階の乗率の「1.15」と「1.08」の基準保険料額の差は，約３０円／月である。

　激変緩和措置は，第３期計画策定時は，平成20年度に本来の乗率となるように，平成18年度

から段階的に乗率を引き上げるよう設定していたが，政令改正により平成20年度においても激

変緩和措置を継続することが可能となったため，平成20年度は平成19年度と同じ乗率を設定し

ている。

（参考）

　新段階を設け，該当者の負担を軽減する場合は，第１号被保険者全体で負担することとなる

ため，その乗率を低くすると基準保険料額は上昇する。

　新段階の乗率については，「現行の激変緩和措置の乗率の維持」と「新段階の妥当な乗率」
の観点から，次の範囲内で設定することが適当であると考えている。

　・乗率の下限：現行の激変緩和措置の乗率。
　・乗率の上限：現行の激変緩和措置の乗率と本来の乗率の中間値程度。

　・新第４段階の乗率：０．９１～０．９５
　・新第６段階の乗率：１．０８～１．１５

第３期の介護保険料段階

対象者数 月額保険料 乗率

第１段階 生活保護受給者 11,742 人 2,247円 0.50

第２段階 (年金収入＋所得金額)80万円以下 42,815 人 2,247円 0.50

第３段階 上記以外 30,699 人 3,370円 0.75

激変緩和措置
本人非課税，世帯員が税制改正により課税

2,968 人 4,089円 0.91

本人非課税 56,618 人 4,494円 1.00

激変緩和措置
S15.1.2以前生まれで税制改正により課税

14,896 人 4,853円 1.08

所得金額200万円未満 31,314 人 5,617円 1.25

第６段階 所得金額200～300万円 18,737 人 6,741円 1.50

第７段階 所得金額300～600万円 11,737 人 7,864円 1.75

第８段階 所得金額600万円以上 8,194 人 8,988円 2.00

229,720 人

※対象者数は，H20の数値。

合　計

区　分

第４段階

第５段階

世
帯
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課
税

世
帯
課
税
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（３）第３期介護保険料の剰余金について

（参考）平成18・19年度の剰余金：約10億3千万円（保険料還付未済額を除いた額）

＜本市の考え方＞

　第３期においては，要介護認定者数が見込みを下回ったこと等により，事業費が当初見込みを
下回ったため，介護保険料に剰余金が発生している。
　国においては，各保険者の当該剰余金について，最低限必要と認める額を除き，第４期の保険
料を軽減するために活用することとされている。

　国の考え方を踏まえ，対処する。

　なお，平成18・19年度の剰余金「10億3千万円」全額を繰り入れた場合，月額約１２０円分の
保険料が軽減されると見込んでいる。

新段階を設けた場合の，第４期保険料段階（案）

平均対象者数 乗率

第１段階 生活保護受給者 12,550 人 0.50

第２段階 (年金収入＋所得金額)80万円以下 46,260 人 0.50

第３段階 上記以外 32,310 人 0.75

第４段階 本人非課税で，(年金収入＋所得金額)80万円以下 39,910 人 0.91～0.95

第５段階 本人非課税 23,780 人 1.00

第６段階 所得金額125万円以下 22,390 人 1.08～1.15

第７段階 所得金額125～200万円 27,000 人 1.25

第８段階 所得金額200～300万円 20,030 人 1.50

第９段階 所得金額300～600万円 12,550 人 1.75

第１０段階 所得金額600万円以上 8,760 人 2.00

245,540 人

※平均対象者数は，第４期（H21～H23）の平均。

世
帯
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資料５ 

 
 
 
 
 
 
 

国の動向等について 
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資料６ 

 
 
 
 
 
 
 

今後のスケジュールについて 
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高齢者保健福祉計画策定スケジュール 

 
月 全体スケジュール 審議会・専門分科会 

4 
  

5 

 

 

 

 

 

高齢者保健福祉専門分科会① 

介護給付費・基盤整備部会① 

6 

 高齢者支援事業部会① 

7 

 介護給付費・基盤整備部会② 

高齢者支援事業部会② 
 

高齢者保健福祉専門分科会② 

8 

  
高齢者支援事業部会③ 

介護給付費・基盤整備部会③ 
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介護給付費・基盤整備部会④ 

高齢者支援事業部会④ 
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高齢者保健福祉専門分科会③ 

 

 

 

高齢者保健福祉専門分科会④（31 日）

11 
  

12 
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高齢者保健福祉専門分科会⑤ 

（1 月中旬／答申案の審議） 

 

2 

計
画
原
案
策
定   

3 

計
画
決
定 

 

  

 

計画策定方針決定 

保健福祉審議会へ諮問

市政運営会議 

第２委員会報告 

少子高齢化対策特別委員会報告

パブリック 
・コメント 

12 月 1 日～2６日 

各区市民説明会

(国)介護給付費分科会答申/報酬改定 保健福祉審議会から答申 

市政運営会議（計画原案） 

３月議会（介護保険条例改正） 

計画市長決裁 
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